
令和 4 年 9 月 28 日

　夕　張　市　農　業　委　員　会

　第　17　回　総　会　議　事　録

JA夕張市　２階会議室



１．開催時間 14 時 00 分から 14 時 32 分

２．出席委員（農業委員、農地利用最適化推進委員）

(農業委員) （農地利用最適化推進委員）

出欠 出欠

出 欠

欠 出

出 出

出 欠

出 欠

欠

合計出席者数 4 名

３．議事録氏名委員 、

４．事務局出席者

事務局長 地域振興課

主事 地域振興課

書記

５．議事

【総会議事録】

局長

会長 （挨拶）

議長

報告第２号　　農用地利用集積計画に係る利用権設定の期間満了について

推進委員

清野委員 工藤委員

委　　員

④清野　治彦

委　　員 ⑥豊田　英幸

村越　裕一委　　員

⑤

職名 氏　名 職名 氏　名

会長 後藤　敏一 推進委員 宇野　裕治

会長代理

委　　員

①前田　尚輝 推進委員 高木　貢

委　　員 ③板谷　忠弘

推進委員 山崎　雅美②工藤　政則

推進委員 政氏　登治

ただいまから、夕張市農業委員会第17回総会を開催いたします。

本日の出席委員は、1番前田代理、6番豊田委員の2名が欠席で４名出席でございます。農

業委員会等に関する法律第27条第３項の規定に基づき、本総会が成立していることを報告

いたします。議事録署名委員は４番清野委員、２番の工藤委員にお願いいたします。ま

た、本日は推進委員の皆さんにも出席をいただき、農用地利用集積計画についてご説明い

平井　薫

朝日　敏光

議案第１号　　農業委員会による最適化活動の目標等の変更について

報告第１号　　農地法第３条の３の規定による届出書について

夕張市農業委員会第17回総会の開会に先立ち、会長からご挨拶をお願いいたします。

中川　雅俊

杉山　良磨

渡邉　愁斗



議長

議長

局長

議長

書記

議長

主事

議長

議案第１号農業委員会による最適化活動の目標等の変更について、最適化活動を行う農業

委員が７月に１名欠員となったことから、令和４年度の最適化活動の目標の設定等（変更

案）を作成しましたので、本会の決定を求めるものでございます。３頁をご覧ください。

今年度の初めに農業委員さんと農地利用最適化推進委員さんの最適化活動の目標を決めさ

せていただきましたが、7月に農業委員さんが１名欠員となったことから１農業委員会の

現在の体制は、７名となっておりますが、６名となります。５項をご覧ください。中段の

２最適化活動の活動目標の最適化活動を行う農業委員の人数も６名となります。１人当た

りの活動日数は、２から３日だったのですが、年度末に評価の算定を行うときに数字が定

まっていないとうまく算定できないので、整数で入れる形で６日と入れさせていただいて

おります。６日の根拠は、国から月１０日以上活動するよう示されており、農業委員さん

には、実際10日以上の活動を行っていただいておりますが、２、３日ですと、目標から数

字が離れてしまうので、6日ですと、点数が付くので、目標としましては、６日と提案さ

せていただきます。説明につきましては、以上です。

ただいま議案第１号について、事務局より説明がありました。これでよろしいでしょう

か。異議がなければ議案第１号については可決とします。

次に報告第１号農地法第３条の３の規定により届出書について説明願います。

6頁をご覧ください。農地法第３条の３の規定により届出があったので、次のとおり報告

いたします。７頁の別紙をご覧ください。権利を取得した者の氏名は●●●●さんで、届

出にかかわる土地の所在については、●●●●●●番地●、同じく登記簿、現況共に畑で

面積合計で●●●●●㎡です。権利を取得した日が●●●年●月●日で、権利を取得した

事由が相続でございます。取得した権利の種類は所有権、現在は一部を自身で管理耕作を

している状況となっております。農業委員会によるあっせんの希望は無いということで

伺っております。８頁に図面がありますのでご確認願います。

ただいま報告第１号の説明がありましたが、何かございますか。なければ報告第１号につ

いては承認いたします。次に報告第２号農用地利用集積計画に係る利用権設定の期間満了

について説明願います。

たしますので、よろしくお願いいたします。

行政行事報告について、事務局より報告をお願いします。

（報告）

何かございますか、なければ議案第１号農業委員会による最適化活動の目標等の変更につ

いて説明願います。



主事

議長

議長

議事録署名委員 ４番　清野　治彦

２番　工藤　政則

令和４年９月２８日

報告第２号農用地利用集積計画に係る利用権設定の期間満了について、期間満了の近づい

た利用権設定があるので、次のとおり報告いたします。

本年で期間満了になる案件について、農業委員、推進委員の皆様にご協力をいただきなが

ら更新作業等を進めさせていただいております。10頁から12頁まで記載しております案件

が期間満了となりますが、右側の備考欄に各担当の農業委員と推進委員の記載があります

のでご確認ください。なお、担当委員本人が該当する案件は、担当から除外となります。

ご理解の程よろしくお願い申し上げます。既にお配りをしておりますが、前回設定した際

の関係書類の写しを用意しておりますので、参考いただければと存じます。後ほど事務局

においてパソコン入力などの清書いたしますので、前回設定した際の関係書類の写しに書

き込みをお願いいたします。また、毎年お願いをしておりますが、新規設定の掘り起しを

お願いいたします。図面や土地情報など必要な場合がありましたら事務局まで申し付けく

ださい。報告第２号の説明は以上です。

ただいま報告第２号の説明がありましたが、何かございますか。なければ報告第２号につ

いては承認いたします。

全ての審議がおわりましたが、各委員から何かございますか。なければ、以上をもって総

会を閉会いたします。


